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介
護
保
険
に
お
い
て
要
介
護
４

ま
た
は
５
の
認
定
を
受
け
、
か

つ
ね
た
き
り
ま
た
は
認
知
症
の

状
態
が
６
か
月
以
上
継
続
し
て

い
る
方

�　

歳
未
満
の
在
宅
重
度
障
害
者

６５（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た

は
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持
し
て
い

る
方
）
で
、
食
事
・
排
泄
・
入

浴
・
着
替
の
全
て
に
つ
い
て
全

介
助
の
状
態
が
６
か
月
以
上
継

続
し
て
い
る
方

交
付
金
額　

月
額
５
千
円

交
付
時
期　

年
１
回
３
月

申
請
方
法　

ね
た
き
り
高
齢
者
等

介
護
者
激
励
金
認
定
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
…

　

高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　

�（　

）５
１
１
４

５５

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

�（　

）５
１
１
３

５５

　

ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
保
健
福
祉
係

介
護
相
談
員
募
集

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
訪
問

し
、
利
用
者
の
話
を
聞
き
、
相
談

に
応
じ
る
な
ど
の
活
動
を
行
う
介

護
相
談
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員　

１
名

任　
　

期　

３
年

応
募
資
格　
　

歳
以
上
の
市
民
で
、

４０

高
齢
者
の
福
祉
や
介
護
に
熱
意

と
理
解
の
あ
る
方

応
募
方
法　
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
と

利
用
者
支
援
に
つ
い
て
」
と
題

し
た
小
論
文
を
４
０
０
字
詰
原

稿
用
紙
３
枚
程
度
に
ま
と
め
、

履
歴
書
を
添
え
て
ご
応
募
く
だ

さ
い
。（
郵
送
可
）

＊
原
稿
等
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
期
限　

４
月　

日（
火
）

１５

業
務
内
容

・
月
４
回
程
度
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
訪
問

・
年
４
回
程
度
の
連
絡
調
整
会
議

研
修
受
講

　

介
護
相
談
員
の
資
格
を
得
る
た

め
研
修
会
（
東
京
会
場
・
延
べ
５

日
間
）
へ
派
遣
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
…

　

高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係

　

�（　

）５
１
１
５

５５

社
会
福
祉
審
議
会
委
員
募
集

　

社
会
福
祉
に
関
す
る
施
策
の
推

進
に
つ
い
て
審
議
す
る
「
二
本
松

市
社
会
福
祉
審
議
会
」
の
委
員
の

一
部
を
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
募
集

し
ま
す
。
福
祉
に
関
心
の
あ
る
方

は
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

募
集
人
員　

２
名

任　
　

期　

２
年

応
募
資
格　

福
祉
に
関
心
が
あ
り
、

６
月
１
日
現
在
、
満　

歳
以
上

２０

の
市
民

応
募
方
法　

市
販
の
履
歴
書
に
必

要
事
項
お
よ
び
福
祉
に
対
す
る

興
味
や
福
祉
の
体
験
談
（
別
紙

も
可
）
を
記
入
し
、
福
祉
課
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
期
限　

４
月　

日（
金
）

２５

そ
の
他　

会
議
開
催
は
、
年
２

回
程
度
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
出
席
の
際
は
報
酬
を
支
給
）

◎
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
…

　

福
祉
課
社
会
福
祉
係

　

�（　

）５
１
１
１

５５

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

　

補
装
具
（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）、
医
療
、
そ
の
他
更
生
に
関

す
る
相
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

日　
　

時　

４
月　

日（
金
）

１１

　
　
　
　
　

午
後
１
時
〜
３
時

会　
　

場　

県
障
が
い
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー（
県
庁
東
分
庁
舎
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　

無
料

申
込
期
限　

開
催
日
の
５
日
前

申
込
方
法　

事
前
に
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　

�（　

）５
１
１
３

５５

高
齢
者
温
泉
等
保
養 

健
康
増
進
事
業
を
実
施
し
ま
す

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
温
泉
等
施

設
を
利
用
し
て
健
康
の
増
進
を
図

る
際
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま

す
。

助
成
対
象
者

　
　

歳
以
上
の
市
民
（
年
度
中
に

６５
　

歳
に
な
る
方
を
含
む
。）

６５
助
成
方
法　

１
枚
２，
５
０
０
円

の
利
用
券
を
、
対
象
者
１
人
に

つ
き
２
枚
交
付
。（
４
月
に
ハ

ガ
キ
形
式
で
郵
送
）

対
象
施
設　

利
用
券
裏
面
に
記
載

利
用
券
の
使
用
方
法

・
日
帰
り
ま
た
は
宿
泊
の
料
金
と

し
て
使
用
で
き
ま
す
。

・
利
用
者
の
名
前
を
記
入
し
て
施

設
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
１
回
の
利
用
で
２
枚
使
用
す
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

・
利
用
料
金
が
利
用
券
の
助
成
額

未
満
の
場
合
、
そ
の
差
額
の
払

戻
し
は
で
き
ま
せ
ん
。

利
用
券
の
有
効
期
限

　

平
成　

年
３
月　

日

２１

３１

そ
の
他

　

交
付
を
受
け
た
方
が
次
の
事
項

に
該
当
し
た
場
合
は
、
利
用
券
を

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。

・
市
外
に
転
出
し
た
と
き

・
死
亡
し
た
と
き

・
要
介
護
１
以
上
の
認
定
を
受
け

た
と
き
（
要
介
護
１
以
上
の
認

定
者
は
助
成
対
象
外
で
す
が
、

外
出
が
可
能
で
交
付
を
希
望
す

る
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　

�（　

）５
１
１
４

５５

ね
た
き
り
高
齢
者
ま
た
は 

重
度
障
害
者
の
介
護
者
へ 

激
励
金
を
交
付
し
ま
す

　

在
宅
で
ね
た
き
り
等
の
高
齢
者

等
を
日
常
介
護
し
て
い
る
方
へ
、

介
護
者
激
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

対
象
者

　

本
市
に
６
か
月
以
上
住
所
を
有

し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
と
同
一
生
計
の
方

�　

歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者
で
、

６５

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�


